
 
 

北海道小学校長会 
平成 28 年度 第 4 回理事研修会 

道特協の活動や要望について 
 

 道小の皆様、特別支援学級設置校の校長の皆様には、日頃から、道特協、全特協の

調査、研究大会の参加等、大変お世話になっている。感謝を申し上げる。 

道特協は、「一人一人の教育的ニーズに応え、豊かに生きる力をはぐくむ特別支援

教育の推進と充実」を研究主題に、全道小中学校 1400 校が加盟し、5 ブロック 25 地

区の体制で研究を進めている。主な活動として、経営研究会、全道大会、研修会を開

催している。今年度については、第 41 回北海道特別支援学級設置学校長協会 経営

研究会旭川大会を 11 月 1～2 日に開催した。全道 25 地区から約 250 名の会員の皆様

に参加していただき、成功した大会となった。来年度は、石狩地区千歳市において、

11 月 1～2 日に行う予定である。 

成果の一つとして、特別支援学級に在籍する児童の増加、通常の学級内における特

別な教育的な支援を必要とする児童生徒数の増加にともない、また、今年度の 4 月に

施行された｢障害者差別解消法｣に関わる合理的配慮の提供の対応等を受け、校長の特

別支援教育に関する意識がとても高くなっていることが挙げられる。 

課題として、合理的配慮の提供に関わって、一人一人の教育的ニーズに適切に応え

るためには、通常の学級での 35 人以下学級の全学年の実現、特別支援学級の人的配

置の充実（定数改善･支援員や介助員の配置）の必要であると考えている。 
 合理的配慮の提供に関しては、北海道や札幌市では、大きな問題に発展する事案は

今のところないが、心配なことが 1 点ある。合理的配慮の提供は、保護者等の申立て

を学校として受け、丁寧に合意形成を図ることが重要であるが、要請を多く受ける担

任段階で「できる。できない」と答えている場合が多いという指摘が道教委との話し

合いの中で、保護者団体からあったことが分かった。留意する必要がある。 

 新学習指導要領の審議のまとめの中で、教育課程編成の柱として 6 点示されてい

る。その中で、「子どもの発達をどう支援するか」が視点として取り上げられている。

こうしたインクルーシブ教育システムが推進される中で、多様な学びの場でというこ

とで通常の学級、特別支援学級、通級教室、 特別支援学校とあるが、校長として、教

育課程編成についての理解が一層求められることになる。また、特別支援学級に在籍

する児童、通級教室に通級する児童の個別の教育支援計画、個別の指導計画の作成が

義務化される中で、校長として、作成だけでなく活用に関わる指導助言が今後の課題

となってくる。 






